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１ 介護職員の処遇改善について 

  介護職員処遇改善加算（以下、処遇改善加算）は、平成 23年度まで実施されていた介護職員処遇改

善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成 24 年度から介護報酬に移行し、介護職員の

賃金改善に充てることを目的に創設されました。また、平成 27年度、29年度の介護報酬改定では処

遇改善加算の拡充が行われ、平成 30 年度には処遇改善加算の対象サービスに介護医療院サービスを加

えるなど一部制度の見直しが行われました。さらに、令和元年 10 月の介護報酬改定においては、介護

職員の確保・定着につなげていくため、処遇改善加算に加え介護職員等特定処遇改善加算（以下、特

定加算）が創設され、令和４年 10月の介護報酬改定においては、基本給等の引き上げによる賃金改善

が一定求められる介護職員等ベースアップ等支援加算（以下、ベースアップ等加算）が創設されまし

た。 

   

                                 出典：制度概要・全体説明資料 

 

２ 処遇改善加算等の一本化 

  令和６年６月から、介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多

くの事業所に活用されるよう推進する観点から、処遇改善加算、特定加算、ベースアップ等加算（以



 
 

下、処遇改善加算等）について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた４段階の

「介護職員等処遇改善加算」に一本化が行われます。 

 

                                       出典：制度概要・全体説明資料 

（１）介護職員等処遇改善加算Ⅰ～Ⅳ 

①算定要件 

 新加算の算定要件は、キャリアパス要件、月額賃金改善要件及び職場環境要件の３つとなっ

ています。 

    ⅰ キャリアパス要件 

 

出典：事業者向けリーフレット 



ⅱ 月額賃金改善要件 

 

出典：事業者向けリーフレット 

 

ⅲ 職場環境等要件 

 R6 年度 R7 年度 

介護職員等処遇

改善加算Ⅰ・Ⅱ 

・区分ごとにそれぞれ１つ以上取

り組む。 

・取組みの具体的な内容の公表は 

不要。 

・区分ごとにそれぞれ２つ以上

（生産性向上は３つ以上、うち

一部は必須）取り組む。 

・情報公表システム等で実施し

た取組みの内容について具体的

に公表する。 

介護職員等処遇

改善加算Ⅲ・Ⅳ 

 

・全体で１つ以上取り組む。 

 

 

・区分ごとにそれぞれ１つ以上

（生産性向上は２つ以上）取り

組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

       処遇改善に関する加算の職場環境等要件（令和６年度まで） 

 
出典：事務担当者向け・詳細説明資料 

 

 

介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件（令和７年度以降） 

 

出典：事務担当者向け・詳細説明資料 

 



②加算率 

     

出典：事業者向けリーフレット 

 

③配分方法 

    一本化後の加算については、介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点

的に配分することとされていますが、特定加算にあったような賃金改善の対象となるグループ及

び配分ルールは設けられておらず、事業所内での柔軟な職種間配分が認められています。 

 

（２）介護職員等処遇改善加算Ⅴ 

一本化後の新加算Ⅰ～Ⅳに直ちに移行できない事業所のため、激変緩和措置として、新加算Ⅴ

（１～14）が令和７年３月までの間に限り設置されます。新加算Ⅴは、令和６年５月末日時点で、

処遇改善加算等のうちいずれかの加算を受けている事業所が取得可能です。処遇改善加算等の取得

状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることが可能な経過

措置となっています。 

  

  

出典：制度概要・全体説明資料 

 

 

 

 



 
 

３ 介護職員処遇改善支援補助金 

 （１）事業内容 

    令和６年２月から５月までの間、介護職員に対して２％程度（月額平均６千円相当）の賃金改

善を行う介護サービス事業所又は介護保険施設（介護予防・日常生活支援総合事業を含む。以下

「介護サービス事業所等」という。）に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助しま

す。 

 

 （２）対象事業所、対象者及び対象期間 

   ①対象事業所 

    本補助金の対象となる介護サービス事業所等は、交付対象期間の各月において、ベースアップ

等加算を算定しており、賃金改善の要件を満たす介護サービス事業所等となります。 

   ※ただし、ベースアップ等加算の算定に必要な準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和６

年２・３月はベースアップ等加算を算定していなくてもよいものとし、令和６年４月からベース

アップ等加算を算定していれば、本補助金の対象です。 

 

   ②対象者 

    本補助金の賃金改善の対象者は、本補助金の対象となる介護サービス事業所等に勤務する介護

職員です。介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可

能ですが、本補助金が介護職員の処遇改善を目的とするものであることを十分に踏まえた上で、

賃金改善を行うようにしてください。 

 

   ③対象期間 

   令和６年２月から５月までの期間です。 

 

 （３）賃金改善の方法 

   介護サービス事業所等は、原則として、令和６年２月分の賃金から賃金改善を実施しなければな

りません。ただし、賃金改善計画の変更に時間を要する等、やむを得ない場合は、令和６年２月分

の賃金改善に限り、令和６年３月分と一括して行うこととしても差し支えありません。また、令和

６年４・５月分の賃金改善については、補助額の３分の２以上の賃金改善を、基本給又は決まって

毎月支払われる手当（基本給等）の引き上げにより行わなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 令和６年度処遇改善計画書及び介護職員処遇改善支援補助金計画書の提出について 

令和６年４月及び５月の処遇改善加算等並びに令和６年６月以降の新加算を取得しようとする介護サービ

ス事業所等については、提出期限を令和６年４月 15 日（月）までとします。なお、計画書の受付方法につ

いては、香川県が指定している介護サービス事業所等は、電子申請・届出システムとし、高松市が指定して

いる介護サービス事業所等は窓口持参、郵送又はメールとする予定です。 

介護職員処遇改善支援補助金を取得しようとする介護サービス事業所等については、提出期限を令和６年

４月 15 日（月）までとします。なお、介護職員処遇改善支援補助金計画書の受付方法についても電子申

請・届出システムとします。 

※介護職員処遇改善支援補助金の申請先は香川県のみになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


